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《参考資料》　知財コンサルティングの事例 

●中小企業では下請けに甘んじることなく脱却を図りたい　　●先細りする下受け体質を変えたい 

●自社の技術・ノウハウを活用して新たな事業を展開したい 

●新技術・応用技術の研究開発に着手したい 

●新事業を進めるためのリスクを抑えたい　　●他者に真似されたくない 

●他社製品を侵害することなく開発したい　　●市場から信頼される企業にしたい　 
 

さまざまな企業の思いは知財経営を源泉とするとわかりやすい。 
知財コンサルタントによる支援チーム (以下「支援チーム」という。) 
の業務報告をもとに知財経営によるメリットを事例で紹介する。 

◆さまざまな課題 
中堅錠前メーカーである株式会

社オプナスは、下請け事業体質、知

財の管理や活用、管理業務に対す

る経営トップの過剰関与など、いく

つかの課題を有する企業であっ

た。 

 

◆支援チームの役割 
そこで支援チームはオプナス社

の経営陣に対して、問題意識を持

つこと、今後目指したい事業ドメイ

ンやそのために必要な経営体制を

加味して、経営の様々な面での脱

皮が必要であることの認識を共有

することから始めた。オプナス社

の改善意欲、学ぼうという自主的か

つ真剣な姿勢と理解力は、知財コ

ンサルタントによる支援チームの

柔軟な対応もあり、オプナス社の

知財経営の実現に向けての改善作

業はスムーズに始められた。 

 

◆錠前開発のプロ集団 
オプナス社は昭和23年の設立

以来、金融機関向けの金庫扉用ダ

イヤル錠。貸し金庫錠から、各種錠

前やセキュリティ商品の企画・開

発･製造・販売を一貫して行ってい

る企業である。特に、自動販売機関

連の錠前では高いシェアを確保し

ており、ホテルやマンションなど建

築向け錠前市場にも高いシェアを

確保し、着実にシェアを伸ばしてい

る。新商品として鍵を自在にチェン

ジできる錠前や、サムターン被害

防止する錠前など、独創性の高い

製品を開発している。 

オプナス社は長年にわたり蓄積

した技術力やノウハウだけでなく

ユーザーニーズに合致したデザイ

ン創造力も有する錠前開発のプロ

集団である。知的財産の重要性は

十分認識しており、優れた特許や

意匠を創出している。 

 

◆経営改善の糧として 
支援チームは支援開始時に、既

存の経営会議や研究開発会議など

に組み込む発明検討会の進行方

法、必要項目チェックリスト、定期的

レビューのスケジュールや注意点

などの情報を盛り込んだ知財経営

図表1　オプナス社の製品例 
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実践マニュアルを提供した。 

マニュアルに基づく作業は地道

ではある。しかし、知財経営は日々

の経営プロセスに如何に知財エッ

センスを組み込めるかにある。 

 

◆知的財産構築プロジェクトの出発 
支援チームはまず経営陣へのヒ

アリングを行い、競合他社の模倣、

新規参入を十分に阻止しきれてい

ないことへの悩みを把握した。過

去にも優良な特許や意匠を生み出

し、新しい商品を市場投入して好

評を得たにもかかわらず、競合他

社を排除できない様子であった。

始めに、その原因を探ることから始

まった。 

支援チームはこの疑問を解消す

るべく、 

・ 入念なヒアリング 

・ 経営計画書や過去の特許・

意匠出願などの解析 

・ 製品の開発現場の視察の実施 

を行い、詳細な分析からはじめ

ていった。 

分析過程において、支援チーム

は4つの事実を明らかにしている

（図表２）。 

支援チームでは、ヒアリングによ

りオプナス社の知財意識を顕在化

することで、これらの事実が少なか

らず経営戦略に影響を与えている

と考えた。 

問題を解決していくために、支

援チームは具体的なスケジュール

を策定し実行していくことにした。

ここで大切なことは、支援を受ける

企業が、支援終了後も自ら知財経

営活動ができるようになることで

あり、支援チームが実行することで

はない。もちろん、支援チームは支

援企業と一体となり共同作業で進

めていくものである。支援チーム

は限られた期間で成果を出すべ

く、知財経営活動を支援企業が体

感・理解できるようにスケジュール

を構築した（図表３）。 

 

オプナス社が知財経営になぜ取り組んだのか 
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図表2　ヒアリングに基づく事実の顕在化と知財戦略上の課題設定 

オプナス社が知財経営になぜ取り組んだのか  知財経営によってなにが変わるのか 

 

図表3　支援チームの検討作業スケジュール 

支援の期間（スケジュール） 

意
思
決
定
の
流
れ 

知財戦略構築 

発明管理体制構築 

権利強化体制構築 

情報管理体制構築 

過去～現在の把握 

将来に向けた議論 

知財基本方針策定 

製品開発体制分析 
知財管理体制の仮説 

知財管理の実践（発明検討会の開催、書類整備） 

過去の手続きの検証 

マニュアル整備 

教育啓蒙活動（特許調査、提案書作成指導等） 

情報の洗い出し 

管理方法の検討 

実践 

（対象） 
経営 
知財 

（対象） 
経営 
知財 
開発 

（対象） 
知財 
開発 

（対象） 
総務 
知財 
開発 

①経営陣の知財マインドは非常に高いが、組織としての具体的な活動
　まで落とし込めていない部分がある。 
②知的財産の権利化活動についても、方針が明確でなく戦略性に欠けてい
　る可能性がある。 
③製品開発工程の各レビューでの確認事項には知的財産に関する項目が無
　く、出願の決定や侵害回避作業は、任意なタイミングで決定されている。 
④発明の抽出は、主として試作品が完成した後の試作品レビュー会で行うことが
　習慣となっている。 

ヒアリングに基づく知財意識の顕在化 

①　知財方針の必要性 
経営陣は知的財産の重要性を認識しているが、その意識が従業員に浸透
していない。つまり、経営陣から従業員に対して、知財に対する基本方針の
メッセージが必要である。 

②　知財管理の必要性 
　従来から競争力のある製品を開発する有益な開発プロセスに連動するよ
　う、シンプルな知財管理体制を構築する必要がある。 

③　権利化プロセスを強固にする必要性 
　創出した知的財産を強い権利に落とし込む、具体的実務の実行管理体制
　を整備する必要がある。 

④　営業秘密管理の必要性 
　権利化だけでなく、技術ノウハウとして管理できる基盤を整備する。

 
支援活動の課題設定 
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特許出願等 

従来の知財活動…完成品を中心とした活動 

企画 設計 試作 量産 

企画会議 企画会議 企画会議 

完成品を中心とした知財活動 

〈下位概念的発明に注力〉 
試行錯誤レベル 

〈基本コンセプト〉 

企画 設計 試作 量産 

レビュー レビュー レビュー 

現状の研究開発工程 

発明検討会 発明検討会 発明検討会 

戦略的な特許出願 

基本から応用アイデアまでを蓄積・管理 

図表4　戦略的な特許出願への取組み 

『研究開発統計（予算）』 

『特許出願蓄積統計（件数）』 

短期 
テーマ 

短期 
テーマ 

長期 
テーマ 

長期 
テーマ 

中期 
テーマ 

中期 
テーマ 

連
動 

導入した知財管理工程 

参　考 参　考 
本文における支援チームは、

オプナス社に対して、過去～現

在までの支援企業の特許出願動

向を統計的に分析し、また同業

他社の特許出願動向と比較を行

っている。 

このデータは、現在の研究開

発と特許出願の関連性を示す。 

このデータにおいて、開発案

件に対応させると短期テーマに

関連する出願が多くなるが、中

期～長期テーマが会社の将来を

左右する重要な案件である場合、

「今から」将来の知財構築を積極

的に行っていく必要があること

がわかる。グラフの割合も中期

～長期テーマの出願を伸長させ

なければならないことがわかる。

知財活動の成果は数年後に現れ

てくるので、限られた予算の中

では、短期テーマで出願を中止

する、あるいは他の方法で対応

することも考える必要がある。 

 

特許出願累積統計 ◆支援活動のポイント 
知財経営活動を組織的かつ継続
的に実施していくためには 
 
・知的財産に対する予算設定 
・経営者による知財基本方針の
策定 
・経営者と従業者の意思統一 
・トップダウンによる運用 
 
が重要である。 
これが企業価値を高め、全体を
俯瞰する「事業戦略」「研究開発戦
略」そして「知財戦略」として、三
位一体の経営戦略となる。 
いわば、知財戦略を策定し推進

していくことは経営戦略そのもの
を考えることとなり、企業経営を
より強固にできる大きなメリット
となる。 
 
◆経営陣の目の色が変わる 
支援チームはまず左の参考に示

す特許出願累積統計を提示した。 
ここでオプナス社の経営陣から

「今まで、自社の知財活動を統計

的に把握したことが無かったが、こ
のような分析は非常に重要だ」と
の声があがった。そしてオプナス
社の知財担当を含めてディスカッ
ションをはじめた結果、 
 
・特許は出願数が全てではない 
・どの技術分野に出願するかの
意思決定が極めて重要 
・今後の他社動向をウォッチすべき 
 
などの、将来に向かった知財活動
に対する前向きな発言が交わされ
るようになった。経営陣自らが知財
基本方針を頭に思い描き始めたの
だ。そこで支援チームは経営者に、
今後の知財戦略基本方針を明文化
するよう要請した。 
　そしてその数ヵ月後には社長自
らが社員に対して知財基本方針を
発表することとなった。 
　この知財基本方針では、顧客ニ
ーズを満たす新しい提案、優れた
商品開発等の従業員の活動が成長
の源泉であり、知的財産活動を組
み合わせることで、全社一丸となっ
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図表5　発明検討会の目的と準備 

■目的 
（１）発明の抽出 

製品開発の成果物からアイデアやデザインをタイムリーに抽出すること 

（２）侵害の検討 

製品開発の成果物が他人の知的財産を侵害しないことを確認すること 

■準備するもの 
知財担当者：特許調査報告書 

開　発　者：図面・試作品 

参　考 
て会社の未来を創造していく、とい
う明確な指針が示された。 
　これは従業員に勇気を与え、創
造意欲を促すこととなった。 
　このように知財基本方針を明示
することにより、全社がまとまって
開発に対する意欲を高め、その成
果を共有し認め合い、将来に向か
って持続性のある創造活動が進め
られる大きなメリットが生まれるの
である。 
 
◆権利の強化に向けて 
　知的財産活動においては、企画
段階や設計段階を含む製品開発の
各工程におけるアイデアやデザイ
ンを、タイムリーに抽出して権利化
を図るとともに、特許に関して言え
ば、基本特許とその周辺特許、他社
の実施を防ぐ防衛特許などにより、
強固な特許網を構築することが重
要である。 
　支援チームは実際の製品開発工
程等を十分にヒアリングした結果、
試作品完成後における具体的な製
品、実際に使われるであろう下位
の概念（実施形態）の発明抽出は、
高いレベルで実行されていること
がわかった。一方、企画段階などに
おける上位の概念的な発明（基本
的な特許発明）の抽出が不十分な
状況であることが判明した。これ
は製品の完成状態が明らかになっ
てから知財活動に着手してきた習
慣によるもので、完成品にディスカ
ッションが集中、上位概念に対する
十分なディスカッションが不足して
いたと考えられる。 
 
◆上位概念を考える重要性とは 
　基本特許は、試作品に必ずしも
反映されない場合がある。他社参
入の阻止に貢献する発明も存在す
ることがある。 
　権利を強くするであろう発明が
創出されても、それを十分に権利化
しなかったため、他社の模倣、新規
参入を許す可能性が考えられる。 
　より広い知的財産権を確保する
ためにも、上位概念を捉えること
は重要である。 
 
◆強い権利にするために 
上位概念を捉えるようにするた

めには、開発レビューと、アイデア
やデザインを抽出するための「発
明検討会」を、開発の過程で常に
連動させる形式が、オプナス社に
とってもっとも効果的であると支
援チームは判断した。オプナス社
は常に複数の製品開発プロジェク
トが進行中であったため、支援チー
ムは現実のテーマを元に、OJT形
式で発明検討会を開催することと
した（図表4）。 
 
◆発明検討会の開催 
　画して、知財担当者が主催する
発明検討会を開催することを決定
した。 
　発明検討会の主な目的は、 
 
①　発明の抽出 
②　侵害の検討 
 
　の2点である。 
　この2つの成果を確実に挙げる
ために発明検討会の開催にあた
り、 
・開催マニュアル 
・発明検討会用の議事録 
・アイデアを効率的に整理して蓄
積・管理するための各種フォー
マット 

が必要となる。 
　支援チームは、必要なドキュメン
ト類を整備して知財担当者に説明
を行った。 
 
◆発明検討会に向けた準備 
　初の発明検討会の議事進行を任
された知財担当者らは、緊張とプレ

ッシャーを感じていた。支援チーム
が準備したドキュメントに対して、
記載方法や記載時期、配布方法、発
表方法、議事進行ノウハウ等の
様々な質問が知財担当者からあっ
たが、説明を理解するとともに責
任感あふれる意欲を感じることが
できた。 
　知財担当者が配布したドキュメ
ントには、発明検討会を効果的に進
めるために知財担当者は、特許調
査報告書、開発者は図面・試作品を
準備するよう記載している（図表
5）。 
 
◆発明検討会  はじまる 
　第1回発明検討会は、オプナス
社の工場で開催された。知財担当
者が議事進行役となり、開発者の
みならず経営者も参加して行われ
た。支援チームはオブザーバーと
して参加した。 
　まず、開発者から試作品や製品
図などにより新製品の開発状況が
説明された。そして工夫したポイ
ント等を詳細に説明、会議は順調に
進んでいく。 
　一通りの技術説明後、次に知財
担当者から先行技術調査の結果報
告が行われた。報告では類似する
3件の先行技術文献（特許公開公
報）がある、というものだった。そ
れらの報告が終わると、経営陣から
発明抽出作業を行う前に、侵害に
関する検討を先に処理すべき旨の
発言があり、期せずして初日から侵
害検討を始めることとなった。 
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Yes

No

ステップ1：特許（特許出願）の有効性の確認 

ステップ2：侵害の可能性の評価 

ステップ3：特許（特許出願）の内容の評価 

○ライセンス契約 
○設計変更／開発中止 

○特許無効審判／情報提供 
○権利行使に備えて資料を準備 

検討終了 

Yes

Yes

No

No

図表6　侵害検討フロー 

権利化は社内における地道な作業の積み重ね 

発明検討会 

侵害検討フロー（例） 

特許（特許出願）は有効？ 

侵害のおそれ有り？ 

特許の成立阻止が可能？ 
特許の無効化が可能？ 

Voice 企業の声 

◆侵害の検討にあたって 
　侵害検討には、事前に知的財産
戦略マニュアルに含まれている侵
害検討フローチャート（図表6）を
用いて実行することを、支援チー
ムは知財担当者と意識あわせをし
た。 
　知財担当者は、フローに従って
発見された3件の公開特許公報
と、開発中の製品とを対比しながら
侵害の可能性を具体的に説明して
いき、2件の特許出願については
侵害の恐れなし、残りの1件は多少
注意すべき文献として、今後の出
願動向を監視したい旨提言した。 
　支援チームは、マニュアルの侵
害検討フローに従い実際に特許の
権利について知財担当者が整理し
て状況を提言できたことに安心す
るとともに、マニュアルの有効性を
確認することもできた。 
 
◆発明の抽出を始める 
　発明検討会は侵害の検討が終わ
り、次に発明の抽出作業が開始さ
れた。しかし、参加者も初めての経
験であるため、何を発言したらよい
のか理解出来ていない状況にあっ
た。ディスカッションが始まると、
「試作品のできが悪い」「コストが
問題だ」等の製品の完成に向けた
議論、即ち、詳細設計の会議が始ま
ってしまった。問題発生である。こ
のような流れでは発明の抽出は困
難である。初めての発明検討会で
はこのようになることが常である。 
 
◆脱線を修正するには 
　そこで、知財担当者は 
　「今回の製品は今までの製品と
どこが違うのですか？」という質問
を投げかけた。 
　このような質問が会議を修正す
るターニングポイントになる。 
　「○○が優れている」「苦労した
が××で問題が解決した」と自然に
コメントが発せられるようになっ
た。 
　ここからがチャンスといえる。 

　支援チームからも「なぜこのよ
うな形状にしたのか？」「他の試作
品はあるのか？」「他社は△△の
ような対策を行いませんか？」等
の質問を投げかけ、開発者の頭の
中の情報を引き出す作業を促し
ていった。 
　このような過程で抽出されたア
イデアはすぐさま書き出し、参加者
が見えるようにしていった。 
　こうして開発者からは、開発プロ
セスで考えていたほかの試作品構
想や上位概念的なアイデアが自然
と発言され、最終的には特許出願
に結びつく大変多くのアイデアが
創出されるに至った。 
　ここまでくればあとは出願戦略
を考えればよい。 
　発明検討会の成功は、議事進行
役による誘導がポイントとなる。そ
の後数回にわたって発明検討会を
開催したが、全てにおいて効果的

なディスカッションがなされた。 
 
◆アイデア・デザインの保護 
　発明検討会の実施により、アイデ
ア・デザインの抽出に関しては十分
な成果を得ることができた。次は、
アイデア・デザインの保護である。 
　支援チームはこの作業に対応す
る3つの課題を提示した。 
（１） オプナス社は特許出願を特許
事務所に依頼しているが、発明
内容を記載する発明提案書の提
出がルール化されておらず、実
際には設計図面や試作品等で代
用されることが多い。 

（２） この結果、特許事務所に対し
て取得したい権利内容（特許請
求の範囲）、従来技術に対する効
果、発明のバリエーション（応用
例、変形例）などが正確に伝えら
れていない。発明の打合せも特
許事務所でのミーティングのみ
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オプナス社が知財経営になぜ取り組んだのか  知財経営によってなにが変わるのか 

 

個々のプロセスをしっかりと実行できるか否かがポイント 
 

権利化は社内における地道な作業の積み重ね 権利化は社内における地道な作業の積み重ね 

特許調査 

報告書 

発明 

提案書 

弁理士 

依頼 

原稿 

確認 

出願 

完了 

発明検討会発明検討会 発明検討会 

特許明細書チェックリスト（例） 

 （特許請求の範囲） 
□不必要な構成要素は無いか 
　（例）AとBとCからなる○○ 
　構成要素A･B･Cは問題解決に必須か？AとBではどうか？ 
□各構成要素の修飾詞に不必要なものは無いか 
　（例）円柱状のAとBとCからなる○○ 
　構成要素Aの修飾詞である「円柱状の」は課題解決に必須か？ 
　「多角形状」や「棒状」ではだめなのか？…etc. 
（発明の効果） 
□十分に記載されているか？他に効果は無いか？…etc. 
 

図表7　知的財産権利化活動の流れ 

Voice 企業の声企業の声 

である。 
（３） 知財担当者が特許事務所との
ミーティングに参加していなかっ
たため、特許事務所が作成した
特許明細書原稿に対するチェッ
クができず、権利内容について
は特許事務所に依存してしまっ
ている。 
　このような状況を打開する為に、
支援チームでは発明提案書の全面
見直しを行うとともに、発明提案書
の書き方講座、特許調査講座など
を開催した。 
　さらに、特許事務所が作成した
明細書原稿が簡易かつ的確にチェ
ックできるようチェックリストを導
入した（図表7）。 
 
◆知的財産支援活動 
　今回支援チームは、オプナス社
が有していた複数の課題を4種
類に分類し、その課題に対応した

4つのプロジェクトを適用して
各々の課題を解決していく手法
を採った。 
　これにより、知的財産活動をオプ
ナス社自らが組織的に運用するこ
とのできる基盤が整備できるよう
になった。 
　また、オプナス社の知財活動に対
する取組み姿勢は、支援チームの
期待以上に素晴らしいものであっ
た。経営陣自らが知財活動を実行
してみせることが原動力となること
で、全従業員に知財活動が浸透し、
理解も早かったと考えられる。 
　経営者自らが行動を起こすこと
が、従業者に知財活動を浸透させ、
創造性の高い強い権利の獲得につ
ながり、知財経営の大きなメリット
が生まれることがわかる。 
　これからもこのような知的財産
活動が定着し継続することに期待
したい。 

株式会社 オプナスのコメント 

今までは行き当たりばった

りで、開発したら特許を申請

しなくてはならない、という

レベルで知財活動に取り組ん

できたが、支援チームの支援

を受けて、事前調査の方法、

実際に特許を出願する際のス

テップ、他社の知的財産を侵

害しないための対処方法、意

思決定基準、知的財産の管理・

維持基準、そして経営的意思

決定に対する知的財産の基本

方針作成等、幅広く体系的に

導入することができた。 

知的財産については書籍な

どで多少は知っていたが、断

片的にしか理解を深めておら

ず、知財コンサルタントによ

る支援チームとともに知財活

動の改善を図ったことで、大

きなメリットが生まれたと感

じている。 

特に、支援チームの柔和な

対応は、当社が指導されてい

るという感じが無く、同じチ

ームメンバーという立場での

支援であったことで、心理的

な敷居を感じることが無く、

スムーズな活動ができたこと

もよかった。 

これから今回構築した知財

活動を社内で定着させ、生か

し、業績につなげていく所存

である。 

Voice 企業の声企業の声 Voice 企業の声 

知財コンサルティング事業者 
株式会社ブライナ 
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